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（１）趣旨：質の高い、かつ効率的な医療提供体制を整備するために策定 （２）根拠：医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３０条の４第１項に基づく医療計画

（３）期間：令和６年度から令和１１年度までの６年間 （３年間で中間見直しを実施）

１ 計画の趣旨等

大 分 県 医 療 計 画 （第８次 令和６ １１年度）に つ い て

２ 策定体制
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①素案作成

②意見聴取③パブリックコメント
県 民

・関係団体（医師会、歯科医師会、薬剤師会）
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【精神疾患】

・一次医療圏：日常の健康管理や一般的な疾病に対応（市町村を単位）

・二次医療圏：一般的な入院医療需要に対応（市町村区域を越えた広域的な単位）、 医療需要や地理的条件などを勘案し、現行どおり６医療圏（東部・中部・南部・豊肥・西部・北部）とする

・三次医療圏：高度・専門的な診断や治療が必要な医療需要に対応（県全域を単位）

４ 医療圏の設定
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医療計画と介護保険事業計画の整合性に関する協議

３ 策定スケジュール
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協議会名 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

医療審議会

【第１回】
(11/29)
・経過報告
・素案提示

【第２回】
・諮問・答
申

医療計画策定協議会

【第１回】
(6/23)
・制度説明
・基本フレーム

【第２回】(8/7)
・二次医療圏設定

【第３回】
(11/14)
・基準病床数提示
・素案提示

【第４回】
(12/14)
・原案提示

【第５回】
(2月下旬)
・成案提示

がん対策推進協議会
［第１回計画策定部会］(8/9)
・骨子

【第１回】(9/13)
・骨子

［第２回計画策定部会］
(10/17）
・素案提示

【第２回】
(11/17)
・素案承認

脳卒中医療連携協議会
【第１回】(8/17)
・素案提示

【第２回】(10/5)
・素案提示(修正)

【第３回】
(2月下旬)
・成案提示

心血管疾患医療連携協議会
【第１回】(8/17)
・素案提示

【第２回】(10/5)
・素案提示(修正)

【第３回】
(2月下旬)
・成案提示

糖尿病医療連携協議会
【第１回】(8/21)
・骨子案提示

【第２回】(10/12)
・素案提示

精神疾患医療連携協議会
【第１回】
(7/28)
・骨子案提示

・素案提示
（事前送付）

【第２回】(10/3)
・素案提示(修正)

【第３回】
(12月中旬)
・素案承認

認知症施策推進会議
【第１回】(書面)
・骨子案提示

【第２回】(10/30)
・素案提示

小児医療対策協議会
【第１回】(8/31)
・素案提示

【第２回】(10/3)
・素案提示(修正)

【第３回】
(2月)
・成案提示

周産期医療協議会

【第１回】(8/7)
・検討事項整理
［第１回専門部会］8/25)
・検討事項審議　・素案提示

【第２回】(9/5)
・検討事項中間報告 ・素案提示
［第２回専門部会］(9/15)
・検討事項審議 ・素案提示
【第３回】(9/29) ・素案提示

【第４回】
(3月下旬)
・成案提示

救急医療対策協議会
【第１回】(9/7)
・素案提示

【第２回】(10/12)
・素案提示(修正)

【第３回】
(2月)
・成案提示

災害医療対策協議会
DMAT運営部会(9/5)
【第１回】(9/15)
・素案提示

【第２回】(10/19)
・素案提示(修正)

【第３回】
(2月)
・成案提示

感染症対策連携協議会
【第１回】
(6/29)
・制度説明

［第１回計画策定部会］(8/4)
・骨子案提示

【第２回】(9/8)
・骨子案協議

［第２回計画策定部会］(10/6)
・素案提示

【第３回】
(11/28)
・素案承認

へき地医療対策協議会
【第１回】(9/11)
・素案提示

【第２回】(10/18)
・素案提示(修正)

【第３回】
(2月)
・成案提示

在宅医療連携協議会
【第１回】
(6/28)
・骨子案提示

【第２回】(10/5)
・素案提示

【第３回】
(2月下旬)
・成案提示

地域医療構想調整会議
（外来医療計画）

【第１回】
(8/1県、8/4豊肥、8/8南部、
 8/25中部）
・素案提示

（9/1東部、9/4西部、9/8北部）
・素案提示

【第２回】
(10月中旬)
・素案提示(修正)

【第３回】
(2月中旬)
・成案提示

地域医療対策協議会
（医師確保計画）

【第１回】(8/28)
・素案提示

【第２回】(10/4)
・素案提示(修正)

【第３回】
(2月)
・成案提示

各 協 議 会 等 の 開 催 状 況 に つ い て

令和５年１０月３１日現在
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基準病床数の算定について

令和５年１１月１４日 第３回大分県医療計画策定協議会

資料３
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病床の整備について、病床過剰地域から非過剰地域へ誘導することを通じて、病床の地域的偏在

を是正し、全国的に一定水準以上の医療を確保 （厚労省医療計画等の見直しに関する検討会資料より）

基 準 病 床 数 制 度 に つ い て

１ 目 的

２ 仕組み

○医療計画において、基準病床数を定めることとされている
医療法第３０条の４（抜粋）
２ 医療計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする
十七 療養病床及び一般病床に係る基準病床数、精神病床に係る基準病床数、感染症病床に係る基準病床数並びに

結核病床に係る基準病床数に関する事項

○医療法施行規則に基づく全国統一の算定式により算定し、既存病床数が基準病床数を超える地域
では、開設・増床を許可しないことができる
既存病床数

・職域病院等は既存病床数には算入しない（重症心身障害児施設の病床、放射線治療室の病床等）
・有床診療所の一般病床で平成19年1月1日以前に許可証の交付を受けた病床は算定しない

○既存病床数が基準病床数を下回るような地域であっても、許可病床数が既に将来の病床の必要量
に達している場合には、医療法第７条の３に基づき、必要な手続きを経た上で、都道府県知事が
許可を与えないことができる （医療法及び医師法の一部を改正する法律（平成30年法律第79号）

３ 病床種別の定義

医療法第７条２（抜粋）
一【精神病床】 病院の病床のうち、精神疾患を有する者を入院させるためのもの
二【感染症病床】 病院の病床のうち、一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症及び指定感染症の患者並びに新感染症

の所見がある者を入院させるためのもの
三【結核病床】 病院の病床のうち、結核の患者を入院させるためのもの
四【療養病床】 病院又は診療所の病床のうち、前三号に掲げる病床以外の病床であって、主として長期にわたり療養を必要とする患者

を入院させるためのもの
五【一般病床】 病院又は診療所の病床のうち、前各号に掲げる病床以外のもの
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基 準 病 床 数 の 算 定 に つ い て

１ 療養病床＋一般病床

２ 精神病床

３ 結核病床 ４ 感染症病床

二次医療圏

基準病床数

現行医療計画
（H30～R5）

改定案
（パターン１）
※国告示数値

改定案
（パターン２）
※県数値

改定案
（パターン３）
※圏域別数値

東 部 2,969 2,852 2,748 2,744

中 部 6,507 6,953 6,677 6,545

南 部 749 823 793 804

豊 肥 512 616 595 559

西 部 620 910 872 832

北 部 1,058 1,545 1,482 1,453

県 計 12,415 13,699 13,167 12,937

既存病床数
（R5.10.1）

3,632

6,733

1,000

669

1,045

2,053

15,132

基準病床数

現行医療計画
（H30～R5）

改定案

県 4,365 4,114

既存病床数
（R5.10.1）

5,274

基準病床数

現行医療計画
（H30～R5）

改定案

県 30 17

既存病床数
（R5.10.1）

12

基準病床数

現行医療計画
（H30～R5）

改定案

県 28 40

既存病床数
（R5.10.1）

40
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基 準 病 床 数 （ 療 養 病 床 ＋ 一 般 病 床 ） パ タ ー ン 別 比 較

現行 既存病床数

第７次計画 （R5.10.1現在） 国告示数値 既存-基準 県数値 既存-基準 圏域別数値 既存-基準

東 部 2,969 3,632 2,852 780 2,748 884 2,744 888

中 部 6,507 6,733 6,953 ▲ 220 6,677 56 6,545 188

南 部 749 1,000 823 177 793 207 804 196

豊 肥 512 669 616 53 595 74 559 110

西 部 620 1,045 910 135 872 173 832 213

北 部 1,058 2,053 1,545 508 1,482 571 1,453 600

県 計 12,415 15,132 13,699 1,433 13,167 1,965 12,937 2,195

圏域

パターン① パターン② パターン③
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［参考］基準病床数（療養病床＋一般病床） パターン別比較
※既存病床数にH19年１月１日より前に使用許可を受けた有床診療所の一般病床数を

含めた場合

現行
基準病床数

既存病床数(A)
既存病床数(B)
(H19.1.1前含む)

第７次計画 国告示数値 既存(B)-基準 県数値 既存(B)-基準 圏域別数値 既存(B)-基準

東 部 2,969 3,632 4,089 2,852 1,237 2,748 1,341 2,744 1,345

中 部 6,507 6,733 7,726 6,953 773 6,677 1,049 6,545 1,181

南 部 749 1,000 1,122 823 299 793 329 804 318

豊 肥 512 669 797 616 181 595 202 559 238

西 部 620 1,045 1,250 910 340 872 378 832 418

北 部 1,058 2,053 2,378 1,545 833 1,482 896 1,453 925

県 計 12,415 15,132 17,362 13,699 3,663 13,167 4,195 12,937 4,425

圏域

パターン① パターン② パターン③

（R5.10.1現在）
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【 パ タ ー ン ① 国 告 示 数 値 】 基 準 病 床 数 の 算 定 （ 療 養 病 床 、 一 般 病 床 ）

東 部 2,852
中 部 6,953
南 部 823
豊 肥 616
西 部 910
北 部 1,545
県 計 13,699

①令和2年国勢調査（不詳補完後）(R2.10.1) ②昭和61年厚生省告示第165号(令和5年改正)
③令和5年7月31日厚生労働省事務連絡「療養病床及び一般病床に係る基準病床数について（参考）」における「2029年の介護施設・在宅医療等の追加的需要の機械的試算」

④令和元年ＮＤＢデータ（厚労省提供受療動向データツール使用） ⑤令和元年ＮＤＢデータ（厚労省提供受療動向データツール使用）
⑥昭和61年厚生省告示第165号(令和5年改正)* ⑦昭和61年厚生省告示第165号(令和5年改正)
⑧昭和61年厚生省告示第165号(令和5年改正) ⑨昭和61年厚生省告示第165号(令和5年改正)*

*国が定めた病床利用率が各地域の直近の病床利用率を下回る場合には、国が定めた率以上当該地域の直近の率以下の範囲で県が定める。

(
入院患者数
①性年齢階級別人口×②性年齢階級
別療養病床入院受療率

－
③在宅医療等で

対応可能な数
＋

④流入
入院患者数

－
⑤流出

入院患者数
) ÷

⑥療養病床の
病床利用率

＝ 基準病床数

東 部 636.3 100.73 224 20 0.88 840 

中 部 1,351.5 40.06 104 128 0.88 1,463

南 部 245.3 1.36 12 51 0.88 233 

豊 肥 237.6 13.9 1 41 0.88 209 

西 部 282.2 81.12 2 60 0.88 163 

北 部 466.9 169.89 6 49 0.88 289 

県 計 3,219.8 407.06 349 349 3,197 

(
入院患者数

＋
④流入

入院患者数
－

⑤流出
入院患者数

) ÷
⑨一般病床の

病床利用率
＝ 基準病床数①性年齢階級別人口×⑦性年齢階級

別一般病床退院率
×

⑧平均在院日数

東 部 85.8 17.3 155 110 0.76 2,012 

中 部 213.5 17.3 594 115 0.76 5,490 

南 部 31.3 17.3 14 107 0.76 590 

豊 肥 27.6 17.3 21 189 0.76 407 

西 部 37.8 17.3 18 104 0.76 747 

北 部 65.4 17.3 16 193 0.76 1,256 

県 計 461.4 818 818 10,502 

東 部 2,969
中 部 6,507
南 部 749
豊 肥 512
西 部 620
北 部 1,058
県 計 12,415

◎第８次基準病床数（案）一般＋療養［参考］現行計画（第７次）

１ 療養病床

２ 一般病床

東 部 3,632
中 部 6,733
南 部 1,000
豊 肥 669
西 部 1,045
北 部 2,053
県 計 15,132

既存病床数（R5.10.1現在）

東 部 4,182
中 部 7,774
南 部 1,122
豊 肥 797
西 部 1.250
北 部 2,358
県 計 17,483

許可病床数（R5.10.1現在）
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【 パ タ ー ン ② 大 分 県 数 値 】 基 準 病 床 数 の 算 定 （ 療 養 病 床 、 一 般 病 床 ）

東 部 2,748
中 部 6,677
南 部 793
豊 肥 595
西 部 872
北 部 1,482
県 計 13,167

①令和2年国勢調査（不詳補完後）(R2.10.1) ②昭和61年厚生省告示第165号(令和5年改正)
③令和5年7月31日厚生労働省事務連絡「療養病床及び一般病床に係る基準病床数について（参考）」における「2029年の介護施設・在宅医療等の追加的需要の機械的試算」

④令和元年ＮＤＢデータ（厚労省提供受療動向データツール使用） ⑤令和元年ＮＤＢデータ（厚労省提供受療動向データツール使用）
⑥昭和61年厚生省告示第165号(令和5年改正)※１ ⑦昭和61年厚生省告示第165号(令和5年改正)
⑧昭和61年厚生省告示第165号(令和5年改正)※２ ⑨昭和61年厚生省告示第165号(令和5年改正) ※１

※１国が設定した病床利用率が各地域の直近の病床利用率を下回る場合には、国が定めた率以上当該地域の直近の率以下の範囲で県が定める。
（［療養病床］国0.88（H28～R元平均）、 大分県0.888 （H28～R元平均） ［一般病床］国0.76 （H28～R元平均）、大分県0.79825 （H28～R元平均） ）

※２国が設定した平均在院日数（地方ブロック別）の値を上限として、県が設定（国17.3、県平均18.33で上限を上回る）

(
入院患者数
①性年齢階級別人口×
②性年齢階級別療養病床入院受療率

－
③在宅医療等で

対応可能な数
＋

④流入
入院患者数

－
⑤流出

入院患者数
) ÷

⑥療養病床の
病床利用率

＝ 基準病床数

東 部 636.3 100.73 224 20 0.888 833 

中 部 1,351.5 40.06 104 128 0.888 1,450

南 部 245.3 1.36 12 51 0.888 231 

豊 肥 237.6 13.9 1 41 0.888 207 

西 部 282.2 81.12 2 60 0.888 161 

北 部 466.9 169.89 6 49 0.888 286 

県 計 3,219.8 407.06 349 349 3,168 

(
入院患者数

＋
④流入

入院患者数
－

⑤流出
入院患者数

) ÷
⑨一般病床の

病床利用率
＝ 基準病床数①性年齢階級別人口×

⑦性年齢階級別一般病床退院率
×

⑧平均在院日数

東 部 85.8 17.3 155 110 0.79825 1,915 

中 部 213.5 17.3 594 115 0.79825 5,227 

南 部 31.3 17.3 14 107 0.79825 562 

豊 肥 27.6 17.3 21 189 0.79825 388 

西 部 37.8 17.3 18 104 0.79825 711 

北 部 65.4 17.3 16 193 0.79825 1,196 

県 計 461.4 818 818 9,999 

東 部 2,969
中 部 6,507
南 部 749
豊 肥 512
西 部 620
北 部 1,058
県 計 12,415

◎第８次基準病床数（案）一般＋療養［参考］現行計画（第７次）

１ 療養病床

２ 一般病床

東 部 3,632
中 部 6,733
南 部 1,000
豊 肥 669
西 部 1,045
北 部 2,053
県 計 15,132

既存病床数（R5.10.1現在）

東 部 4,182
中 部 7,774
南 部 1,122
豊 肥 797
西 部 1.250
北 部 2,358
県 計 17,483

許可病床数（R5.10.1現在）
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【 パ タ ー ン ③ 二 次 医 療 圏 別 数 値 】 基 準 病 床 数 の 算 定 （ 療 養 病 床 、 一 般 病 床 ）

東 部 2,744
中 部 6,545
南 部 804
豊 肥 559
西 部 832
北 部 1,453
県 計 12,937

(
入院患者数
①性年齢階級別人口×
②性年齢階級別療養病床入院受療率

－
③在宅医療等で

対応可能な数
＋

④流入
入院患者数

－
⑤流出

入院患者数
) ÷

⑥療養病床の
病床利用率

＝ 基準病床数

東 部 636.3 100.73 224 20 0.88625 834 

中 部 1,351.5 40.06 104 128 0.88 1,463

南 部 245.3 1.36 12 51 0.95725 214 

豊 肥 237.6 13.9 1 41 0.88 209 

西 部 282.2 81.12 2 60 0.89925 159 

北 部 466.9 169.89 6 49 0.897 283 

県 計 3,219.8 407.06 349 349 3,162 

(
入院患者数

＋
④流入

入院患者数
－

⑤流出
入院患者数

) ÷
⑨一般病床の

病床利用率
＝ 基準病床数①性年齢階級別人口×

⑦性年齢階級別一般病床退院率
×

⑧平均在院日数

東 部 85.8 17.3 155 110 0.80075 1,910 

中 部 213.5 16.89 580 113 0.8015 5,082 

南 部 31.3 17.3 14 107 0.76 590 

豊 肥 27.6 17.3 21 189 0.88525 350 

西 部 37.8 17.3 18 104 0.8445 673 

北 部 65.4 16.12 15 180 0.76 1,170 

県 計 461.4 803 803 9,775 

東 部 2,969
中 部 6,507
南 部 749
豊 肥 512
西 部 620
北 部 1,058
県 計 12,415

◎第８次基準病床数（案）一般＋療養［参考］現行計画（第７次）

１ 療養病床

２ 一般病床

東 部 3,632
中 部 6,733
南 部 1,000
豊 肥 669
西 部 1,045
北 部 2,053
県 計 15,132

既存病床数（R5.10.1現在）

東 部 4,182
中 部 7,774
南 部 1,122
豊 肥 797
西 部 1.250
北 部 2,358
県 計 17,483

許可病床数（R5.10.1現在）

①令和2年国勢調査（不詳補完後）(R2.10.1) ②昭和61年厚生省告示第165号(令和5年改正)
③令和5年7月31日厚生労働省事務連絡「療養病床及び一般病床に係る基準病床数について（参考）」における「2029年の介護施設・在宅医療等の追加的需要の機械的試算」

④令和元年ＮＤＢデータ（厚労省提供受療動向データツール使用） ⑤令和元年ＮＤＢデータ（厚労省提供受療動向データツール使用）
⑥昭和61年厚生省告示第165号(令和5年改正)※１ ⑦昭和61年厚生省告示第165号(令和5年改正)
⑧昭和61年厚生省告示第165号(令和5年改正)※２ ⑨昭和61年厚生省告示第165号(令和5年改正) ※１

※１国が設定した病床利用率が各地域の直近の病床利用率を下回る場合には、国が定めた率以上当該地域の直近の率以下の範囲で県が定める。
（［療養病床］国0.88（H28～R元平均）、二次医療圏別 （H28～R元平均） ［一般病床］国0.76 （H28～R元平均）、二次医療圏別 （H28～R元平均） ）

※２国が設定した平均在院日数（地方ブロック別）の値を上限として、県が設定（国17.3）  二次医療圏別：中部16.89、北部16.12、他国数値以上 17.3 ）
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基準病床数（案）

（第８次計画）
※パターン①～③の場合

基 準 病 床 数 と 地 域 医 療 構 想 に つ い て

既存病床数
（ R5.10.1現在）

12,937～13,146床 15,132床

地域医療構想
（2025年必要病床数）

14,649床

H19.1.1より前に
許可された病床2,230

職域病院454

許可病床数
（ R5.10.1現在）

17,483床12,145床

基準病床数
（現行計画）

※基準病床数が既存病床数を上回る場合でも、許可病床数が地域医療構想の必要病床数を上回る場合は、許可を与えないことができるとされている。
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基準病床数（案）

（第８次計画）

【 中 部 圏 域 】 基 準 病 床 数 と 地 域 医 療 構 想 に つ い て

既存病床数
（R5.10.1現在）

地域医療構想
（2025年必要病床数）

許可病床数
（R5.10.1現在）

基準病床数
（現行計画）

6,545～6,953床 6,733床 7,338床

H19.1.1より前に

許可された病床
993

職域病院66

7,774床6,507床

・パターン①：国告示数値既存病床数：6,675床、基準病床数：6,953床） ※基準病床数が既存病床数を超過

（パターン②：県数値 6,677床、パターン③：二次医療圏別数値6,545床）

・基準病床数が既存病床数を上回る場合でも、許可病床数が地域医療構想の必要病床数を上回る場合は、許可を与えないことができるとされている。

［既存病床数と許可病床数の差について］

・既存病床数は、職域病院等に加え、H19年1月1日より前に許可された有床診療所の病床を除外しているため。
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基 準 病 床 数 の 算 定 （ 精 神 病 床 ）
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基 準 病 床 数 の 算 定 （ 精 神 病 床 ）
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基準病床 A/365×B×C×D＋E＝16.86  17床

A Ｂ Ｃ D E

保健所
名

第19、20
条により
入院した
患者数

対象
結核
患者
数

入院
延日
数

平均
日数

R4年
度

新患
係数

東部 21 21 1,334 - 40 

中部 5 5 195 - 10 

南部 4 4 254 - 12 

豊肥 3 3 277 - 4 

西部 4 4 310 - 9 

北部 9 9 732 - 17 

大分市 15 15 931 - 31 

計 61 61 4,033 66.12 123 1.5 1 0

（E）

別表に定める式により算定した数と慢性排菌患者（２年以上登録さ
れており、かつ、１年以内に受けた検査の結果、菌陽性であった肺
結核患者に限る。）のうち入院している者の数を合算したものとする
こと
H17年厚生労働省通知「医療計画における結核病床の基準病床数の
算定について」より

基 準 病 床 数 の 算 定 （ 結 核 病 床 ）

－ 20 －



【第一種感染症指定医療機関】

管内人口
（千人）

配置基準による
必要病床数

指定状況 区分 指定医療機関名 所在地 指定病床数

44大分 1,124 2 2

指 定 県 立 大分県立病院 大分市 2 

【第二種感染症指定医療機関】
管内人口
（千人）

配置基準による
必要病床数

指定状況 区分 指定医療機関名 所在地 指定病床数

44大分 1,124 26 38
１ 東 部 199 4 指 定 国 保 国東市民病院 国東市 4 

指 定 厚生連 大分県厚生連鶴見病院 別府市 4 

２ 中 部 560 6 指 定 県 立 大分県立病院 大分市 10 

指 定 医師会立 臼杵市医師会立コスモス病院 臼杵市 4 

３ 南 部 67 4 指 定 独 法
独立行政法人地域医療機能推進機
構南海医療センター

佐伯市 4 

４ 豊 肥 54 4 指 定 国 保 豊後大野市民病院 豊後大野市 4 

５ 西 部 86 4 指 定 済生会 大分県済生会日田病院 日田市 4 

６ 北 部 158 4 指 定 医師会立 宇佐高田医師会病院 宇佐市 4 

特定感染症指定医療機関の感染症病床並びに第一種感染症指定医療機関及び第二種感染症指定医療機
関の感染症病床の数を合算した数を基準として知事が定める

基準病床 ４０床 （ 指定病床 ２ ＋ ３８ ＝ ４０床 ）

基準病床数の算定について（感染症病床）基 準 病 床 数 の 算 定 （ 感 染 症 病 床 ）
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